
令和２年度事業計画書 

 

公益財団法人日本海法会 

 

 

令和２年度（令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで）の事業計画の概要を下記

のとおりとする。 

 

１ 研究委員会の開催 

万国海法会、国連国際商取引法委員会その他の海事法に関連する国際機関及

び国内政府諸機関における海事法に関連する研究、調査その他の活動に参加・協

力するため、海事法研究者、海事法曹、海運実務家、政府関係諸機関等の関係者

により構成される研究委員会を設置し、研究を行う。 

 

２ 海外学術交流 

  万国海法会の主催する国際会議東京大会（第５４回総会、国際小委員会等）その

他の海事法に関連する国際会議等に本会代表を派遣するとともに、万国海法会国

際会議東京大会開催のホスト国としての役割を果たす。 

 

  令和２年６月 万国海法会の国際会議東京大会に関して、次のとおり事業計画を

変更する。 

  新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため開催が、１年延期されたことにより引

き続き準備を行う。 

 

３ 「海法会誌」の出版及びホームページを通じた情報発信 

 本会の研究活動の成果を広く社会に発信するための機関誌（年報）である「海法

会誌」第６４号を刊行する。また、本会ホームページを通じて、研究委員会活動につ

いての報告等本会の活動に関する情報発信を行う。 

 

４ 日本海法学会への協力 

 日本海法学会に対して協力金の支出その他の協力をする。 


